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私たち五箇荘校区では「つくろう！ご近所力！五箇荘校区」を

キャッチフレーズとして、校区のみんなで助け合い支え合い共助

の考え方を中心に捉えた災害に強いまちづくりを進めるため、

「五箇荘校区地区防災計画」を作成しました。

この計画では、今後発生が懸念される南海トラフ地震や上町

断層帯地震に備え、校区の防災力を高めていきます。特に、実

効性のある計画とするために、防災単位の「現場対応力」を高

める取組からはじめています。また自治会が保有する地域の会

館を有効活用し、復興時期の避難生活において地域の繋がり

を活かした在宅避難を前提に備えています。

五箇荘小学校や隣接する指定避難所・校区災害対策本部お

よび北区役所に設置される北区災害対策本部と連携を取りな

がら、五箇荘校区が地域の力と周辺校区等の繋がりで力強く

復興できる地域の防災力を培っていくことを基本方針とします。

さらにこの計画では、地域の人々が孤立することなく福祉と連

携し適切な支援を受ける体制づくりを平常時から整えることに

も取り組み、また感染症対策にもつながるよう努めます。
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対象となる
ハザードと
その基準

地震災害 ：震度６弱以上
風水害：堺市発令情報をもとに避難準備、高齢者

等の避難開始

計画作成主体 「五箇荘校区防災会役員会」が主体となって作成
し、連合会で決定する

計画の対象範囲 五箇荘校区に該当する地区

計画の目的

①五箇荘校区における自然災害の被害想定を周
知する
②災害発生後の校区災害対策本部の役割と情報
連携体制について把握する
③安否確認及び情報連携の校区の取組を周知す
る
④要配慮者及び避難行動要支援者に対する校区
の取組について周知する

本計画の評価と
見直し

概ね３年～５年に１回、校区自主防災会役員会
で見直しを実施した後、校区自治連合会総会
（４月）で承認を得る

計画作成主体・対象範囲・目的・評価と見直し



校区の特性

１ 地区概況

地形などの特徴について

東西に長尾街道が通って、華表神社を中心

とした歴史あるまちで地勢的に安定した土地

です。

まちの様子について

東側に大阪メトロ御堂筋線、府道ときはま線

が通って、道路・鉄道の交通網が整備され交

通の便がよいため人口が多く、特に生産世代

人口が多いのが特徴的です。児童は五箇荘

小学校に、中学生は五箇荘中学校に通学して

います。

生活道路が狭く木造住宅が集まったエリアも

あり、火災に対する備えは必須です。

■ 男
■ 女

年齢 男 女
0- 4 125 120 
5- 9 155 167 
10 -14 282 207 
15 -19 297 273 
20 -24 269 248 
25 -29 217 248 
30 -34 197 194 
35 -39 178 220 
40 -44 284 292 
45 -49 390 392 
50 -54 467 479 
55 -59 337 349 
60 -64 257 259 
65 -69 182 182 
70 -74 185 232 
75 -79 162 220 
80 -84 117 202 
85 -89 60 123 
90 -94 31 61 
95 -99 5 27 
100以上 0 3 

人

歳

（堺市人口統計 令和 年 月末現在）

五箇荘校区人口分布

校区の特性

■ 女
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知する
②災害発生後の校区災害対策本部の役割と情報
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見直し
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校区の特性
２ 施設・地域資源

【防災関連施設】

【地域の会館】

防
災
関
連
施
設
等

内 容 数

消防施設
公立小・中学校プール 2
防火水槽 14
消火栓 115

主な公共施設
公園 4
指定避難所 2
地域の会館 1

要配慮者関連施設 病院・診療所 2
幼稚園・保育園 2

防災倉庫 1
災害用備蓄倉庫 1
防災行政無線（屋外スピーカー） 1

自治会名 施設名称 所在地

五箇荘校区 五箇荘校区地域会館 新堀町２丁１２６

奥本町会 奥本会館 奥本町２丁６５

蔵前西町会 蔵前町会館 蔵前町２丁７

新堀町会 新堀町会館 新堀町１丁２５

宮本町会 宮本町会館 宮本町５７

北奥本町会 北奥本町会館 奥本町１丁１



校区の特性

【消防協力事業所】

登録事業者名 所在地

株式会社 藤井電器製作所 新堀町２－１１６

医療法人仁悠会 タマダ病院 蔵前町２－１５－３９

医療法人田中会 田中病院 奥本町１－２１６

日本郵便株式会社 堺宮本郵便局 宮本町７７－３

日本郵便株式会社 堺蔵前郵便局 蔵前町１－１－３

堺市農業協同組合 五箇荘支所 新堀町２－１０３

花沢石油株式会社 堺蔵前 蔵前町１－６－３

ネッツトヨタ南海株式会社 きたはなだ店 新堀町２－１１８１－１

トヨタカローラ南海株式会社 きたはなだ店 新堀町２－１１９－１０

あいこども園 北花田 奥本町１－３３３

鈴コーポレーション株式会社 レインボー金岡 蔵前町１－７－１５

校区の特性
２ 施設・地域資源
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校区の特性

一時集合場所
（まち歩きワークショップより 2023年10月15日実施)

一時集合場所とは・・（●のところ）

大地震などの災害が発生した直後に、建物の
外に退避して、最初に集合する近くの公園や
広場などです。
地図中の●の場所は各自治会で話し合って
決めます。まちの様子の変化に合わせて随時
見直します。



計画が対象とする災害校区の特性

一時集合場所
（まち歩きワークショップより 2023年10月15日実施)

一時集合場所とは・・（●のところ）

大地震などの災害が発生した直後に、建物の
外に退避して、最初に集合する近くの公園や
広場などです。
地図中の●の場所は各自治会で話し合って
決めます。まちの様子の変化に合わせて随時
見直します。



計画が対象とする災害



校区の課題・年間の取組計画
校区の課題

年間の取組計画

・ 災害時要配慮者支援の仕組みの整備。「ご近所さん助け合い登録」のメン

テナンス（最低年１回）

・ 自主防災組織メンバーの意識の統一

・ 定期的な防災研修会

・ 備蓄の整備

・ 地域活動の行事サイクルに連動して防災訓練を主軸に年間を通じて‟もし

もにいつも備え”ます

・ 要配慮者、避難行動要支援者の把握ができていない

・ 平常時からまちの情報の情報共有ができていない

・ 避難行動のまちの申し合わせができていない

・ 人材育成の仕組みができていない

総会

研修会

訓練に
向けた
準備

訓練・
練習

ふりかえり

来期取組
企画・計画

計画が対象とする災害



自主防災組織体制と取組

・ 被害状況、将来の予測、対応方針につい北区役所と共有し、行政から支援を受け

やすくします。

・ 校区内の資源（ひと、モノ、情報）を上手に調達します。

・ 校区災害対策本部は、災害の応急措置が完了した時閉鎖します。

※ 避難所運営は、避難所運営マニュアル（災害用備蓄倉庫内に保管）を順次整備

１ 校区災害対策本部の機能

２ 校区災害対策本部の体制と役割

校区災害対策本部は、五箇荘校
区全域を見渡して総合的な判断

と調整をしていく
重要な防災組織なんだ

それで、五箇荘小学校
に校区対策本部を
設置するんだね

校区災害対策本部
本部長（自主防災会会長）

対策本部担当

堺
市
北
区
役
所

五箇荘校区災害対策本部（五箇荘小学校内）

避難所担当

五箇荘校区避難所運営委員会

（委員会組織は、避難所運営マニュアルに記載）

東
浅
香
荘
苑
町
会

宮
本
町
会

北
奥
本
町
会

デ
ュ
オ
ス
北
花
田
自
治
会

レ
ス
タ

ジュ
北
花
田
自
治
会

北
花
田
ガ

デ
ン
フ
ァ
ミ
自
治
会

新
堀
町
会

奥
本
町
会

ケ
イ
ズ
パ

ー ー

ー

ク
北
花
田
自
治
会

蔵
前
西
町
会



１ 校区のコミュニティーを活性化する組織とその取組

自治会（自主防災会）

・ 五箇荘校区自主防災会役員を中心とした防災・減災活動の実施します。

令和２年度から「無事ですボード」を使った安否確認訓練を導入し、隣近

所のつながりを作り防災意識の更なる向上を図っています。

・ 各自治会と協力して、「ご近所さん助け合い登録」を順次整備し共助の取

り組みを強化します。

校区福祉委員会、民生委員児童委員会

・ 地域の会館を活用して、いきいきサロン、ゆうゆうの会、子育てサロン、

ひまわりの会、たんぽぽの会、校区ボランティアビューロー、ふれあい喫

茶（ゆかりちゃん）の運営等の地域福祉活動を実施しています。

・ 高齢者、障がい者世帯への「お元気ですか訪問」活動を実施しています。

その他の校区の下部組織

・ 各種行事で地域コミュニティが活性化する機会作りに寄与しています。

上記の組織を災害発生時に活用することで、結束力の強い、風通しの良い

組織運営が可能になっています。また、災害発生時においては、高齢者や障

がい者・乳幼児のほか、妊産婦や外国人など配慮が必要な方々にきめ細や

かに対応することが必要です。その際に、女性の視点が重要と考え積極的な

女性の参加を呼びかけ男女共同参画の取り組みを実践しています。

平常時の取組（防災・減災対策）自主防災組織体制と取組

・ 被害状況、将来の予測、対応方針につい北区役所と共有し、行政から支援を受け

やすくします。

・ 校区内の資源（ひと、モノ、情報）を上手に調達します。

・ 校区災害対策本部は、災害の応急措置が完了した時閉鎖します。

※ 避難所運営は、避難所運営マニュアル（災害用備蓄倉庫内に保管）を順次整備

１ 校区災害対策本部の機能

２ 校区災害対策本部の体制と役割

校区災害対策本部は、五箇荘校
区全域を見渡して総合的な判断

と調整をしていく
重要な防災組織なんだ

それで、五箇荘小学校
に校区対策本部を
設置するんだね
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本部長（自主防災会会長）

対策本部担当
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平常時の取組（防災・減災対策）

２ 人材育成と防災意識向上の啓発

【人材育成】

自主防災会役員を中心にコミュニティ防災の理解をし、リーダー的存在とし

て地域で活躍できるよう段階的に経験値を上げ、順次「教えてもらう側から

教える側」にステージ移行できる‶人材育成の仕組みを包含する″地域の防

災組織の仕組みを作ります。

【防災意識向上の啓発】

防災訓練の実施報告を広報し、参加できなかった地域の人にも情報提供し

ます。また、防災訓練においては、「参加型」を基本とした企画を通じ、自分事

に引き寄せて「もしもの時にいつも備える」習慣づけを行えるよう努めます。

３ 防災訓練計画

・ 「無事ですボード」を活用した安否確認訓練・情報連携訓練を（年１回）

単位自治会および校区で連携して実施します。

・ 避難所運営訓練は「五箇荘校区避難所運営マニュアル」の見直しを兼ね

て毎年１回実施します。

実施後、課題を抽出し、課題解決に向けた検討をもって次年度の訓練計

画および地区防災計画の見直しおよび避難所運営マニュアルの改訂につ

なげます。なお、詳細は五箇荘校区自治連合会で決定します。

・ 地域の組織とつながりが希薄な人との連携・呼びかけについては、防災訓

練を実施する際に訓練計画を工夫し、地域全域を対象とした訓練企画をし、

啓発と組織拡大のきっかけとします。



４ 地震発生後の火災の対応

五箇荘校区で最も備えなければならないことの一つが地震発生後の

火災です。日頃からまちぐるみで防火対策と避難訓練を実施します。

火災の対応（避難）のポイント
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・ 約束の集合場所の方向に、火や煙が上がっていたら

迷わず反対方向に移動。
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６ その他
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五箇荘校区の要配慮者支援の取組

① 命の情報カプセル

③ ご近所さん助け合い登録

② 無事ですボード

④ 避難行動要支援者リスト



五箇荘校区の要配慮者支援の取組五箇荘校区の要配慮者支援の取組

① 命の情報カプセル

③ ご近所さん助け合い登録

② 無事ですボード

④ 避難行動要支援者リスト



五箇荘校区の要配慮者支援の取組

堺市の「避難行動要支援者一覧表」の内容

身体障害者手帳１・２級の方

療育手帳 A 判定の方

精神障害者保健福祉手帳 １級所持で独居

「要介護３」以上の介護保険要介護認定者

世帯全員が高齢者（７０歳以上の独居含む）で、かつ
介護保険要介護度が要支援１・２

緊急通報装置登録者（高齢者、障がい者）

指定難病医療受給者



災害時（非常時）の取組

自治会・
自主防災会役員

地域住民

安否確認 初期消火
救出・救護 避難誘導

自身や家族の安全確保

隣近所の被害状況の確認

地域の一時集合場所に集合

まずは、安否確認
●自分と家族の無事を伝●自分と家族の無事を伝
えて、指定避難所へ移えて、指定避難所へ移
動

□指定避難所開錠
□校区災害対策本部立
ち上げ

□体育館等が使用できる
か点検

□避難者の受け入れ準備

●隣近所の安否確認の●隣近所の安否確認の
継続

●出火確認、救助等の●出火確認、救助等の
要不要確認要不要確認

●初期消火、救出・救●初期消火、救出・救●初期消火、救出・救
護可能な限り消防と護可能な限り消防と
連携

●避難行動要支援者
の支援

●自宅に被害がある人
は避難場所へ行く準
備

□避難者の受け入れ準備
□指定避難所開設
□避難者の受付開始
※混乱がないよう避難者
を誘導 ●校区災害対策本部●校区災害対策本部

および行政と連携

●要配慮者を支援しな
がら、一時集合場所
に一旦集合

●自治会単位（隣近
所）でまとまって避難

●避難所が開設される
までグラウンド等で待
機

●運営委員会の設置を●運営委員会の設置を
もって、後方支援に回る

●地域ぐるみで避難所運営に参加

発災

３分

３０分

１時間

３時間

24時間

出火はないか・
救助の必要な
人はいないか非常持ち出し品や

消火・救出活動に
必要な資機材を

持って

五箇荘校区の要配慮者支援の取組

堺市の「避難行動要支援者一覧表」の内容

身体障害者手帳１・２級の方

療育手帳 A 判定の方

精神障害者保健福祉手帳 １級所持で独居

「要介護３」以上の介護保険要介護認定者

世帯全員が高齢者（７０歳以上の独居含む）で、かつ
介護保険要介護度が要支援１・２

緊急通報装置登録者（高齢者、障がい者）

指定難病医療受給者



災害時（非常時）の取組

① 自分・家族の安全確保

③ 近所（防災単位）で相互に安否確認

② 家の前に無事ですボード
を掲示

② 家の前に無事ですボードを
出さずに手助けしてほし
い状況を近所に発信

④ 一時集合場所へ集合（安否確認の情報・まちの状況を持ち寄る）

⑤ 一時集合場所で安否確認の情報・まちの状況を整理

⑦ 必要ならば 避難誘導

⑧ 指定避難所等に避難

⑥ 在宅避難

⑧ 運用可能ならば地域の避難所
（地域の会館）に避難
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（２）避難行動の内容

① 自分・家族の安全を確保します。

【 立っていられないくらいの激しい揺れを感じた時の行動】

・ 落ち着いて危険な場所（背の高い家具、ガラス戸近くなど）から離れます。

・ 身近にあるもので頭と首を保護し、丈夫なテーブルなどの下に身をかくします。

・ 火元が近くにあれば消し、離れた場所であれば無理に火を消そうとせず、揺れが収まる

まで近づかないようにします。

・ 高層住宅の高層階は、長時間揺れる場合があります。

【揺れがおさまってからの行動】

・ 自宅で火災が起こっていないかを確認します。

・ ガスの元栓や電気のブレーカーの遮断を確認します。

・ 玄関ドアなどを開けて、避難経路を確保します。

・ 落下物などに注意して、可能であれば、一旦家の外へ退避します。

・ 家族の安否を確認します。外出中の家族との連絡は「災害用伝言ダイヤル」等（１７１）

のサービスが活用できます。

・ 自宅の被害を確認します。（室内はスリッパや靴を履きます。）

・ しばらくは、火を使うことは控えます。

② 無事ですボードで自宅内の安否状況を近所に発信します。

無事ですボードの取組は、１７頁参照。

③ となり近所で相互に安否（無事ですボード）を確認します。

もしも、無事ですボードが出ていない家があれば、声掛けし、助けが必要ならば無理の

ない範囲で救助します。人手や資機材が必要な場合は、一時集合場所へ行き、その状況

を伝え、可能な範囲で協力して救助を試みます。

ます
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「ご近所さん助け合い登録」に登録しているお宅の確認は忘れず行います。

無事ですボードが掲出されていれば問題無し。掲出されていなければ声掛けを

行います。支援が必要な場合は、行政への救援要請の連絡を災害時の情報連携

の手順で行い、救援が来るまでの間、見守りします。

④ 無事ですボードを確認したら、一時集合場所へ報告に行きます。

⑤ 一時集合場所で近所（班）の安否確認情報を整理します。

訓練で行う手順で、各班の安否確認の情報を最寄りの一時集合場所へ

持ち寄ります。報告できていない班があれば、手分けして状況を確認します。

併せて、まちの被害状況（火災、家屋の倒壊、電柱の損壊、道路の陥没、ガスの

臭いなど）を収集・整理し、班内で解決できない可能性のある事案は、ただちに

五箇荘校区災害対策本部へ状況を報告し、救援を要請します。

⑥ 自宅が使えそうであれば、在宅避難します。

⑦ 避難が必要な方は、近所で協力しながら避難を始めます。

火災発生などで避難しなければならないときは、近くの空き地や避難場所（地

域の会館付近）に避難します。避難する際に、手助けが必要な方（避難行動要支

援者）には、近所で協力して避難します。

・ 高齢者の単身世帯などで、余震による心理的不安から避難を希望する場合は、

避難場所（地域の会館等）への避難も可能です。この際、体調悪化が起こらな

いよう薬（各自の薬）などを持参します。

・ 指定避難所へ避難する場合は、五箇荘校区災害対策本部の避難所運営本部

に確認をしてから、避難所への集団避難の誘導を開始します。

いっとき

災害時（非常時）の取組



⑧ 在宅避難が困難な場合、指定避難所へ避難します。

防災マップに記してあるように、地域の会館（自治会会員）、

五箇荘小学校に避難します。

ただし、指定避難所での避難生活は、環境が整っている状況ではないかもしれま

せん。また、感染症対策を踏まえ、密集・密接・密閉を避け安全で健康的な避難生

活に備えるためにも、家屋倒壊や火災の影響がなければ、自宅に備蓄品を備え、ご

近所で助け合いながら在宅避難をすることも得策といえます。

３ 災害（地震発生）時に配慮が必要な方々への対応

配慮が必要な方々

高齢者、障がい者、乳幼児、妊産婦、傷病者、日本語が不自由な外国人といった災

害時に配慮が必要な人。（災害時には、誰もが要配慮者になる可能性があります）

また、要配慮者のうち自力での避難が困難で、特に支援を要する人。（避難行動要

支援者）

このような方々は、平常時における日常生活においても配慮を要しますが、災害発

生時のようにライフラインの停止などが発生するとより生活が困難になります。

地域コミュニティーにおける平常時の様々な活動において、これらの方々と接点を

持ち、事前に把握し、災害時における避難の要否や救助の要否など広く周知してお

くことが重要となります。
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災害時（非常時）の取組



４ 福祉避難所への搬送

１ 福祉避難所とは

「福祉避難所」とは、高齢者、障がい者、妊産婦、乳幼児、病弱者等で入院の必要

や施設に入所するほどではないが、災害時、避難所では生活に支障を来す人たち

のために何らかの特別な配慮がなされている避難所のことをいいます。

２ 福祉避難所等への搬送

福祉避難所の開設は、発災後、入所者等や建物の安全確認及び人員確保ができ

たうえで開設するため、福祉避難所等に避難行動要支援者を搬送する場合は、区

災害対策本部の指示に従い搬送します。

なお、福祉避難所の入所対象者は、

◆ 指定避難所での生活が困難と判断された方。

◆ 高齢者、障がい者、妊産婦、乳幼児、病弱者等で避難生活に支障をきたすこと

が予想され、特別な配慮を要する方。

東日本大震災、熊本地震等の過去の災害の教訓から、福祉避難所の受け入れや
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そのためには、日ごろからの風通しの良い近所づきあいが大切です。
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五箇荘校区自主防災無線網

五箇荘校区災害対策本部
（五箇荘小学校）

災害時に五箇荘校区災害対策本部（五箇荘小学校）と各単位
自治会間で情報連携できるようにデジタル簡易無線機を活用し、
各単位自治会の被災状況や安否確認情報等の連絡を取り合える
よう整備します。
運用は、運用手順書を整備し、訓練は、防災訓練時に実施します。



災害時の安否確認・情報収集・共有・伝達

あなたの安否確認
情報を発信︕

ご近所さんの安否確認
情報を収集

〇〇自治会（〇〇自治会
災害対策本部）で
情報を整理

校区災害対策本部（小学校）
へ情報を伝える

ご近所さんの情報を
一時集合場所に
持ち寄る

校区災害対策本部で
各自治会の情報をまとめて
堺市北区災害対策本部へ

情報を発信
（防災行政無線）

情報の流れ（情報連携）

整理

無事ですボードで
あなたの安否を発信

防災行政無線

ご近所さんの
無事ですボードの
掲示を確認

自治会館前
（一時集合場所）で
自治会の情報を

整理中

ご近所さんの
無事ですボードの
掲示状況を報告中

五箇荘校区自主防災無線網

五箇荘校区災害対策本部
（五箇荘小学校）

災害時に五箇荘校区災害対策本部（五箇荘小学校）と各単位
自治会間で情報連携できるようにデジタル簡易無線機を活用し、
各単位自治会の被災状況や安否確認情報等の連絡を取り合える
よう整備します。
運用は、運用手順書を整備し、訓練は、防災訓練時に実施します。



２ 伝達手段

（１）防災行政無線

無線機呼び出し番号一覧

施設 呼出番号 設置場所

北区役所 ４４５ 北区役所企画総務課内

五箇荘小学校 ２７４ 職員室内


